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法
律
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四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
中

市
筒
口
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎
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社
会
福
祉
法

人
弘
前
市
社

会
福
祉
協
議

会

弘
前
市
大
字
宮
園

二
丁
目
八
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法

人
弘
前
市
社

会
福
祉
協
議

会

弘
前
市
大
字
富
野

町
一
の
七
九

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
青
森
社
会

福
祉
振
興
団

む
つ
市
十
二
林
一

一
の
一
三

介
護
予
防

通
所
介
護

み
ち
の
く
中

央
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー

む
つ
市
十
二
林
一

一
の
一
三

〃

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ケ
ア
ラ
イ
ト

株
式
会
社

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
一
の
一
九

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
事

業
所
見
守
り

隊

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
一
の
一
九

平
成

��
･

�･

��

合
同
会
社
紀

弘
前
市
大
字
門
外

一
丁
目
七
の
二
三

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
由
来
処

弘
前
市
大
字
門
外

一
丁
目
七
の
二
三

��

･

�･

��

株
式
会
社
倖

優

十
和
田
市
元
町
西

三
丁
目
一
〇
の
一

二
の
二

訪
問
介
護

こ
う
ゆ
う
ヘ

ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

上
北
郡
東
北
町
字

外
蛯
沢
前
平
六
六

の
一

��

･

�･

�	

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ケ
ア
ラ
イ
ト

株
式
会
社

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
一
の
一
九

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
事

業
所
見
守
り

隊

八
戸
市
小
中
野
五

丁
目
一
の
一
九

平
成

��

･

�･

��

合
同
会
社
紀

弘
前
市
大
字
門
外

一
丁
目
七
の
二
三

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
由
来
処

弘
前
市
大
字
門
外

一
丁
目
七
の
二
三

��

･

�･

��

株
式
会
社
倖

優

十
和
田
市
元
町
西

三
丁
目
一
〇
の
一

二
の
二

介
護
予
防

訪
問
介
護

こ
う
ゆ
う
ヘ

ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

上
北
郡
東
北
町
字

外
蛯
沢
前
平
六
六

の
一

��

･

�･

�	

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃

福
村

清
美

赤
坂

榮
治

三
戸
郡
五
戸
町
字
観
音
堂
五
の
一

〃

〃

大
字
倉
石
石
沢
字
石
沢
六
六
の

一

平
成

��

･

�･

�就
任

〃



( )

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
舘

土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎
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〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

川
村

哲
夫

小
渡

文
雄

和
田

正
夫

勝
山

薫

川
村

文
雄

手
倉
森

齊

中
川
原
一
義

松
坂

孝

岩
沢

由
法

時
田

宏

前
田

茂
道

三
浦

亮
一

福
村

清
美

赤
坂

榮
治

川
村

哲
夫

小
村

鉄
雄

小
渡

文
雄

和
田

正
夫

勝
山

薫

川
村

文
雄

手
倉
森

齊

松
坂

孝

時
田

宏

岩
沢

由
法

〃

〃

字
下
新
井
田
六
四
の
二

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
小
渡
二
八

〃

〃

字
鍛
冶
屋
窪
上
ミ
一

〃

〃

字
越
掛
沢
三
二
の
一

〃

〃

字
熊
野
林
後
八
九
の
六

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
天
満
二
九
の

一〃

〃

字
神
明
後
四
五

〃

〃

字
川
原
町
西
裏
五
の
六
四

〃

〃

字
中
ノ
沢
一
九
の
六

〃

〃

字
下
タ
ノ
沢
頭
六
〇
の
一

〃

〃

字
川
原
町
西
裏
五
の
六
二

〃

〃

字
油
出
七

〃

〃

字
観
音
堂
五
の
一

〃

〃

大
字
倉
石
石
沢
字
石
沢
六
六
の

一〃

〃

字
下
新
井
田
六
四
の
二

〃

〃

字
愛
宕
丁
一
六

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
小
渡
二
八

〃

〃

字
鍛
冶
屋
窪
上
ミ
一

〃

〃

字
越
掛
沢
三
二

〃

〃

字
熊
野
林
後
八
九
の
六

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
天
満
二
九
の

一〃

〃

字
川
原
町
西
裏
五
の
六
四

〃

〃

字
下
タ
ノ
沢
頭
六
〇
の
一

〃

〃

字
中
ノ
沢
一
九
の
六

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃�
�･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

宮
沢

劭

佐
藤

昭
二

齋
藤

正
人

松
田

康
衛

営
田

正
明

川
村

文
雄

清
川

安
美

大
下

敬
作

高
坂

健
一

田
中

鐵
雄

齋
藤

清
一

山
田

鉄
弥

清
川

彦
一

田
向

渉

山
田

徳
見

上
村

宗
徳

宮
沢

劭

松
田

康
衛

川
村

文
雄

佐
藤

昭
二

山
田

助
六

小
笠
原
小
治

営
田

正
明

斉
藤

秀
美

鈴
木

廣

畑
中

忠
雄

大
下

敬
作

八
戸
市
大
字
八
幡
字
林
崎
一
〇
の
一

〃

大
字
櫛
引
字
櫛
引
一
三

〃

大
字
田
面
木
字
上
田
面
木
九
六

〃

大
字
八
幡
字
鵜
対
七

〃

〃

字
八
幡
丁
一
〇
の
一

〃

〃

字
五
日
町
三
六
の
四

〃

大
字
尻
内
町
字
表
河
原
一
七
の
一

〃

大
字
田
面
木
字
王
城
林
一
〇
の
六

〃

大
字
櫛
引
字
櫛
引
四
一

〃

大
字
田
面
木
字
上
田
面
木
六
の
二

〃

〃

字
外
久
保
四
〇
の
一

〃

大
字
坂
牛
字
鶉
窪
一
の
五

〃

大
字
尻
内
町
字
尻
内
五
四
の
一

〃

大
字
田
面
木
字
前
田
表
一
八
の
八

〃

大
字
八
幡
字
五
日
町
四
二
の
四

〃

〃

字
下
前
田
一
一
の
一
五

〃

〃

字
林
崎
一
〇
の
一

〃

〃

字
鵜
対
七

〃

〃

字
五
日
町
三
六
の
四

〃

大
字
櫛
引
字
櫛
引
一
三

〃

大
字
坂
牛
字
坂
牛
三
八

〃

大
字
尻
内
町
字
尻
内
二
五

〃

大
字
八
幡
字
八
幡
丁
一
〇
の
一

〃

大
字
田
面
木
字
上
田
面
木
九
七

〃

大
字
八
幡
字
盆
田
一
三
の
四

〃

大
字
田
面
木
字
上
田
面
木
二
二
の
三

〃

〃

字
王
城
林
一
〇
の
六

平
成

��･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
島

守
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎

正

誤
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〃〃監

事

〃〃

齋
藤

正
人

清
川

安
美

田
向

渉

山
田

徳
見

松
田

浩
一

〃

〃

字
上
田
面
木
九
六

〃

大
字
尻
内
町
字
表
河
原
一
七
の
一

〃

大
字
田
面
木
字
前
田
表
一
八
の
八

〃

大
字
八
幡
字
五
日
町
四
二
の
四

〃

〃

字
堰
合
一
〇

〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

川
畑

秀
雄

八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
馬
場
五

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

第
三
六
五
三
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

上
北
地
域
県
民
局

出
先
機
関

区

分

�

ペ
ー
ジ

上 段

表
中 行

高
橋

和
男

誤

	
橋

和
男

正


